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   序章 計画の概要 

本市では、第１次（昭和 59年度）

から、これまで７次にわたって道

路整備五箇年計画を策定し、計画

的な道路整備を進めてきました。

第８次道路整備計画は、第７次道

路整備五箇年計画の事業評価及び

道路を取り巻く環境の変化を踏ま

えた中で、上位計画にあたる総合

計画「あつぎ元気プラン」との整

合を図るとともに、都市マスター

プランの改定を見据え、計画期間

を３年間として策定します。 
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１ 計画の位置付け 

第８次厚木市道路整備三箇年計画は、本市の最上位計画である第９次厚木市総合

計画「あつぎ元気プラン」及び、まちづくりの方向性を示した「都市マスタープラ

ン」に掲げる将来都市像を実現するための道路分野の個別計画です。 

 

■第８次厚木市道路整備三箇年計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９次厚木市総合計画 
「あつぎ元気プラン」 

 
【将来都市像】 

元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市 あつぎ 

都市計画に関する 
基本的な方針 

 

都市マスター 

プラン 

都市計画区域の整備、

開発、保全の方針 

第８次厚木市 

道路整備三箇年計画 

その他の 

分野別計画 

その他の 

分野別計画 

部門別整備方針 



序章 計画の概要 

- 3 - 

 

２ 計画内容 

本計画は、これまで進めてきた第７次厚木市道路整備五箇年計画の実施状況を踏

まえ、上位計画である第９次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」、「都市マスター

プラン」との整合を図りつつ、今後の本市の道づくりの整備方針及び整備計画につ

いて取りまとめています。 

 

■計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８次厚木市道路整備三箇年計画の策定 
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道路整備の方針 

第７次厚木市道路整備五箇年計画の事業評価 

【６つの柱】 

交通渋滞の解消      地域経済の活性化 

地域間交流の拡大     狭あい道路の解消 

歩行空間等の整備     維持管理の充実 

【６つの柱を実現するために推進する５つの事業】 

都市計画道路等の整備   交差点の改良 

歩道の整備        生活道路の整備       

市道の維持管理 

道路を取り巻く

環境の変化 

５ 

4 3 

2 1 

6 5 

4 3 

2 1 

整合 

【３つの重点プロジェクト】 

第９次厚木市 

総合計画 

「あつぎ 

元気プラン」 

 

都市マスター

プラン 
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３ 計画期間 

本計画は、上位計画である総合計画、都市マスタープランとの整合を図り、2018

（平成 30）年度から 2020 年度までの３年間を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

■道路整備計画及び上位計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018(平成30)年度 2021年度

第７次道路整備

五箇年計画

（平成25～29年度）

第８次道路整備

三箇年計画

（2018(平成30)～2020年度）

（仮称）あつぎの

道づくり計画

新たな計画

スタート

三箇年計画

スタート

道路整備計画

都市マスタープラン（2009～2020年度）
都市マスタープラン

改訂版

都市

マスタープラン

第９次総合計画「あつぎ元気プラン」（2009～2020年度）

第４期実施計画
第10次総合計画総合計画

計画期間：2018（平成 30）年度～2020年度 




